
 

 
 

 
                                   

サービス種類 施設等の区分

定
員
区
分 

入
所
定
員
数 

旧
法
施
設
定
員
数 

栄
養
管
理
体
制
加
算
の
基
準 

職
業
指
導
員
体
制
の
有
無 

小
規
模
施
設
加
算
体
制
の
有
無 

重
度
知
的
障
害
児
収
容
棟
設
置
の
有
無 

肢
体
不
自
由
児
施
設
重
度
病
棟
設
置
の
有
無 

強
度
行
動
障
害
加
算
体
制
整
備
の
有
無 

障
害
児
通
園
施
設
の
相
互
利
用
制
度
体
制
（
知
的
障
害
児
） 

障
害
児
通
園
施
設
の
相
互
利
用
制
度
体
制
（
肢
体
不
自
由
児
） 

障
害
児
通
園
施
設
の
相
互
利
用
制
度
体
制
（
難
聴
幼
児
） 

自
活
訓
練
加
算
（
Ⅰ
）の
有
無 

自
活
訓
練
加
算
（
Ⅱ
）の
有
無 

食
事
提
供
体
制
加
算
（
Ⅰ
）の
有
無 

食
事
提
供
体
制
加
算
（
Ⅱ
）の
有
無 

重
度
盲
ろ
う
あ
児
支
援
加
算
の
有
無 

利
用
定
員
超
過
に
よ
る
減
算
の
有
無 

特
別
対
策
激
変
緩
和
加
算
の
有
無 

11： 知的障害児施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○    ○ ○    ○ ○ 

12： 第一種自閉症児施設     ○     ○      ○ ○     ○ ○ 

13： 第二種自閉症児施設   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○    ○ ○     ○ ○ 

21： 知的障害児通園施設   ○ ○ ○ ○        ○ ○   ○ ○   ○ ○ 

31： 盲児施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○           ○ ○ ○ 

32： ろうあ児施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○           ○ ○ ○ 

33： 難聴幼児通園施設   ○ ○ ○ ○       ○ ○    ○ ○   ○ ○ 

41： 肢体不自由児（入所）施設     ○      ○           ○ ○ 

42： 肢体不自由児（通所）施設   ○ ○ ○             ○ ○   ○ ○ 

43： 肢体不自由児療護施設   ○ ○ ○ ○     ○           ○ ○ 

44： 肢体不自由児通園施設   ○ ○ ○        ○  ○   ○ ○   ○ ○ 

45： 医療機関（肢体不自由児）施設     ○      ○             ○  

51： 重心障害児施設     ○                 ○ ○ 

52： 医療機関（重心障害児）施設     ○                   ○ 
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